
院  内  掲  示 
 

令和 ８年 ４月 １日現在 

 

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出を行っています。  

 独立行政法人国立病院機構長崎病院 

〔入院基本料に関する事項〕 

当該３病棟では、１日あたり２２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。  

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。  

・朝８時３０分から夕方１７時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。 

・夕方１７時１５分から深夜１時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１７人以内です。 

・深夜１時１５分から朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１７人以内です。 

〔九州厚生局長への届出事項に関する事項〕  

当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。  

（基本診療料関係） 

情報通信機器を用いた診療に係る基準、医療ＤＸ推進体制整備加算、障害者施設等入院基本料７対

１、診療録管理体制加算３、特殊疾患入院施設管理加算、療養環境加算、医療安全対策加算１、感染

対策向上加算２、患者サポート体制充実加算、後発医薬品使用体制加算１、データ提出加算２、４、

入退院支援加算１、医療的ケア児（者）入院前支援加算、認知症ケア加算２ 

入院時食事療養（Ⅰ） 

（特掲診療料関係）  

がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料ロ、二次性骨折予防継続管理料３、開放型病院共同

指導料（Ⅰ）、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報

評価料、医療機器安全管理料１、在宅療養後方支援病院、遺伝学的検査の注１、検体検査管理加算

（Ⅱ）、神経学的検査、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(１．５テスラ以上３テスラ未満)、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、

障害児（者）リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、静脈圧迫処置、ペースメーカ

ー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換含む）、医科点数表第２章第１０部手術の通則１６号

に掲げる手術、輸血管理料Ⅱ、輸血適正使用加算、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベー

スアップ評価料（４４） 

※１ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付

する体制を整えております。  

※２ 医療安全相談について、医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる体制を整えてお

ります。  

※３ 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出に係る食事を提供しています。入院時食事療養（Ⅰ）

による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後６時

以降）、適温で提供されます。  

〔保険外負担に関する事項〕 

当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。詳しくは、医

事課窓口にお尋ね下さい。  

１）文書料  

２）予防接種料  

３）その他  

〔選定療養費に関する事項〕 

１．特別の療養環境の提供 

特別室（個室）の利用 

部屋番号 金額（税込） 

３０４号室、３０５号室、３０６号室、３０７号室 

３０８号室 
５，５００円 

３１９号室、３２０号室 ４，４００円 

３０１号室、３０２号室、３０３号室 ３，３００円 
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令和 ８年 ４月 １日現在 

 

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出を行っています。  

 独立行政法人国立病院機構長崎病院 

〔入院基本料に関する事項〕 

当該４病棟では、１日あたり２４人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。  

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。  

・朝８時３０分から夕方１７時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は３人以内です。 

・夕方１７時１５分から深夜１時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１７人以内です。 

・深夜１時１５分から朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１３人以内です。 

〔九州厚生局長への届出事項に関する事項〕  

当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。  

（基本診療料関係） 

情報通信機器を用いた診療に係る基準、医療ＤＸ推進体制整備加算、障害者施設等入院基本料７対

１、診療録管理体制加算３、特殊疾患入院施設管理加算、療養環境加算、医療安全対策加算１、感染

対策向上加算２、患者サポート体制充実加算、後発医薬品使用体制加算１、データ提出加算２、４、

入退院支援加算１、医療的ケア児（者）入院前支援加算、認知症ケア加算２ 

入院時食事療養（Ⅰ） 

（特掲診療料関係）  

がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料ロ、二次性骨折予防継続管理料３、開放型病院共同

指導料（Ⅰ）、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報

評価料、医療機器安全管理料１、在宅療養後方支援病院、遺伝学的検査の注１、検体検査管理加算

（Ⅱ）、神経学的検査、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(１．５テスラ以上３テスラ未満)、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、

障害児（者）リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、静脈圧迫処置、ペースメーカ

ー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換含む）、医科点数表第２章第１０部手術の通則１６号

に掲げる手術、輸血管理料Ⅱ、輸血適正使用加算、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベー

スアップ評価料（４４） 

※１ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付

する体制を整えております。  

※２ 医療安全相談について、医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる体制を整えてお

ります。  

※３ 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出に係る食事を提供しています。入院時食事療養（Ⅰ）

による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後６時

以降）、適温で提供されます。  

〔保険外負担に関する事項〕 

当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。詳しくは、医

事課窓口にお尋ね下さい。  

１）文書料  

２）予防接種料  

３）その他  

〔選定療養費に関する事項〕 

１．特別の療養環境の提供 

特別室（個室）の利用 

部屋番号 金額（税込） 

４０５号室、４０６号室、４０７号室、４１２号室 

４１３号室 
 ５，５００円 

４１９号室、４２０号室  ４，４００円 

４０１号室、４０２号室、４０３号室、４０４号室  ３，３００円 

 



院  内  掲  示 
 

令和 ８年 ４月 １日現在 

 

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出を行っています。 

  独立行政法人国立病院機構長崎病院 

〔入院基本料に関する事項〕 

当該５病棟では、１日あたり２３人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。  

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。  

・朝８時３０分から夕方１７時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。 

・夕方１７時１５分から深夜１時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１７人以内です。 

・深夜１時１５分から朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１３人以内です。 

〔九州厚生局長への届出事項に関する事項〕  

当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。  

（基本診療料関係） 

情報通信機器を用いた診療に係る基準、医療ＤＸ推進体制整備加算、障害者施設等入院基本料７対

１、診療録管理体制加算３、特殊疾患入院施設管理加算、療養環境加算、医療安全対策加算１、感染

対策向上加算２、患者サポート体制充実加算、後発医薬品使用体制加算１、データ提出加算２、４、

入退院支援加算１、医療的ケア児（者）入院前支援加算、認知症ケア加算２ 

入院時食事療養（Ⅰ） 

（特掲診療料関係）  

がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料ロ、二次性骨折予防継続管理料３、開放型病院共同

指導料（Ⅰ）、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報

評価料、医療機器安全管理料１、在宅療養後方支援病院、遺伝学的検査の注１、検体検査管理加算

（Ⅱ）、神経学的検査、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(１．５テスラ以上３テスラ未満)、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、

障害児（者）リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、静脈圧迫処置、ペースメーカ

ー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換含む）、医科点数表第２章第１０部手術の通則１６号

に掲げる手術、輸血管理料Ⅱ、輸血適正使用加算、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベー

スアップ評価料（４４） 

※１ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付

する体制を整えております。  

※２ 医療安全相談について、医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる体制を整えてお

ります。  

※３ 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出に係る食事を提供しています。入院時食事療養（Ⅰ）

による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後６時

以降）、適温で提供されます。  

〔保険外負担に関する事項〕 

当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。詳しくは、医事課窓

口にお尋ね下さい。 

１）文書料  

２）予防接種料  

３）その他  

〔選定療養費に関する事項〕 

１．特別の療養環境の提供 

特別室（個室）の利用 

部屋番号 金額（税込） 

５１４号室 ７，７００円 

５０５号室、５０６号室、５０７号室  ５，５００円 

５１９号室、５２０号室  ４，４００円 

５０２号室、５０３号室、５０４号室  ３，３００円 

 



院  内  掲  示 
 

令和 ８年 ４月 １日現在 

 

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出を行っています。 

  独立行政法人国立病院機構長崎病院 

〔入院基本料に関する事項〕 

当該１病棟では、１日あたり２２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。  

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。  

・朝８時３０分から夕方１７時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。 

・夕方１７時１５分から深夜１時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１８人以内です。 

・深夜１時１５分から朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１４人以内です。 

〔九州厚生局長への届出事項に関する事項〕  

当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。  

（基本診療料関係） 

情報通信機器を用いた診療に係る基準、医療ＤＸ推進体制整備加算、障害者施設等入院基本料７対

１、診療録管理体制加算３、特殊疾患入院施設管理加算、療養環境加算、医療安全対策加算１、感染

対策向上加算２、患者サポート体制充実加算、後発医薬品使用体制加算１、データ提出加算２、４、

入退院支援加算１、医療的ケア児（者）入院前支援加算、認知症ケア加算２ 

入院時食事療養（Ⅰ） 

（特掲診療料関係）  

がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料ロ、二次性骨折予防継続管理料３、開放型病院共同

指導料（Ⅰ）、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報

評価料、医療機器安全管理料１、在宅療養後方支援病院、遺伝学的検査の注１、検体検査管理加算

（Ⅱ）、神経学的検査、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(１．５テスラ以上３テスラ未満)、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、

障害児（者）リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、静脈圧迫処置、ペースメーカ

ー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換含む）、医科点数表第２章第１０部手術の通則１６号

に掲げる手術、輸血管理料Ⅱ、輸血適正使用加算、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベー

スアップ評価料（４４） 

※１ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付

する体制を整えております。  

※２ 医療安全相談について、医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる体制を整えてお

ります。  

※３ 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出に係る食事を提供しています。入院時食事療養（Ⅰ）

による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後６時

以降）、適温で提供されます。  

〔保険外負担に関する事項〕 

当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。詳しくは、医事課窓

口にお尋ね下さい。 

１）文書料  

２）予防接種料  

３）その他  
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令和 ８年 ４月 １日現在 

 

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出を行っています。 

 独立行政法人国立病院機構長崎病院 

〔入院基本料に関する事項〕 

当該２病棟では、１日あたり２３人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。  

なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。  

・朝８時３０分から夕方１７時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。 

・夕方１７時１５分から深夜１時１５分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１４人以内です。 

・深夜１時１５分から朝８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は１４人以内です。 

〔九州厚生局長への届出事項に関する事項〕  

当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。  

（基本診療料関係） 

情報通信機器を用いた診療に係る基準、医療ＤＸ推進体制整備加算、障害者施設等入院基本料７対

１、診療録管理体制加算３、特殊疾患入院施設管理加算、療養環境加算、医療安全対策加算１、感染

対策向上加算２、患者サポート体制充実加算、後発医薬品使用体制加算１、データ提出加算２、４、

入退院支援加算１、医療的ケア児（者）入院前支援加算、認知症ケア加算２ 

入院時食事療養（Ⅰ） 

（特掲診療料関係）  

がん性疼痛緩和指導管理料、がん患者指導管理料ロ、二次性骨折予防継続管理料３、開放型病院共同

指導料（Ⅰ）、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報

評価料、医療機器安全管理料１、在宅療養後方支援病院、遺伝学的検査の注１、検体検査管理加算

（Ⅱ）、神経学的検査、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影(１．５テスラ以上３テスラ未満)、脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（Ⅰ）、運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）、

障害児（者）リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、静脈圧迫処置、ペースメーカ

ー移植術及びペースメーカー交換術（電池交換含む）、医科点数表第２章第１０部手術の通則１６号

に掲げる手術、輸血管理料Ⅱ、輸血適正使用加算、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、入院ベー

スアップ評価料（４４） 

※１ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付

する体制を整えております。  

※２ 医療安全相談について、医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる体制を整えてお

ります。  

※３ 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出に係る食事を提供しています。入院時食事療養（Ⅰ）

による食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時（夕食については午後６時

以降）、適温で提供されます。  

〔保険外負担に関する事項〕 

当院は、以下の事項について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。詳しくは、医事課窓

口にお尋ね下さい。 

１）文書料  

２）予防接種料  

３）その他  


